
 

 
令和５年１2 月 7 日 
 （通算第 636 号） 

問い合わせ先  
長野県庁家畜防疫対策室 
電話 026-235-7232 

 

 

 

 

 

 

 

11月 23日に岐阜県海津市の衰弱飼養鳥（タカ科）及び同月

28 日新潟県新発田市の死亡野鳥（コハクチョウ）から検出さ

れたウイルスは、Ｈ５亜型の高病原性鳥インフルエンザウイ

ルスであることが確認されました。今シーズンは 11 月 30 日

までに国内の野鳥で 50例確認されています。 

家きん飼養農場への侵入リスクは非常に高い状況です。農

場の野鳥・野生動物の侵入対策について、再度、確認してく

ださい。 

また、引き続き、飼養衛生管理基準の遵守 や 異常家きん

の早期発見・通報をお願いします。 
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高病原性 
鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ  

家きん舎 

家きん舎周囲等への消石灰散布を継続的にしましょう！ 

消石灰※ 
散布量の目安 

０．５～１．０kg/ｍ２ 

※消石灰は、消毒効果のあるアルカリ度

の高いものを使用してください。 

畜舎周囲 

2ｍ幅以上に散布 

農場外縁部 

2ｍ幅以上に散布 

✓ 消石灰は、皮膚や目を痛める場合がありますので、散布の際は、消石灰が 

皮膚や目に付着しないよう、手袋を使用し、風向きに注意してください。 

✓ 生石灰は、水を加えると発熱して危険ですから使用しないでください。 

岐阜県海津市の飼養鳥（タカ科）及び 

新潟県新発田市の死亡野鳥（コハクチョウ）から 

H5亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスを検出 


